
議員提出第２号議案 

 

 

 大阪府議会会議規則一部改正の件 

 

 上記の議案を別紙のとおり大阪府議会会議規則第１３条の規定により

提出します。 
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議員提出第２号議案 

 

 大阪府議会会議規則一部改正の件 

 

 大阪府議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 



大 阪 府 議 会 規 則 第    号  

大 阪 府 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
大 阪 府 議 会 会 議 規 則 （ 平 成 三 年 大 阪 府 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 議 案 の 提 出 ）  

第 十 三 条  議 員 が 議 案 を 提 出 し よ う と す る と き

は 、 そ の 案 を そ な え 、 理 由 を 付 け 、 こ れ に 記

名 し 、 法 第 百 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る も の

に つ い て は 所 定 の 賛 成 者 と と も に 記 名 し て 、

議 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  
 

（ 修 正 の 動 議 ）  

第 十 六 条  修 正 の 動 議 は 、 そ の 案 を そ な え 、 法

第 百 十 五 条 の 三 の 規 定 に よ る も の に つ い て は

所 定 の 発 議 者 が 記 名 し 、 そ の 他 の も の に つ い

て は 二 人 以 上 の 賛 成 者 と と も に 記 名 し て 、 議

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 懲 罰 動 議 の 提 出 ）  

第 百 十 三 条  懲 罰 の 動 議 は 、 文 書 を も っ て 所 定

の 発 議 者 が 記 名 し て 、 議 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  （ 略 ）  

（ 議 案 の 提 出 ）  

第 十 三 条  議 員 が 議 案 を 提 出 し よ う と す る と き

は 、 そ の 案 を そ な え 、 理 由 を 付 け 、 法 第 百 十

二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る も の に つ い て は 所 定

の 賛 成 者 と と も に 連 署 し て 、 議 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  
 

（ 修 正 の 動 議 ）  

第 十 六 条  修 正 の 動 議 は 、 そ の 案 を そ な え 、 法

第 百 十 五 条 の 三 の 規 定 に よ る も の に つ い て は

所 定 の 発 議 者 が 連 署 し 、 そ の 他 の も の に つ い

て は 二 人 以 上 の 賛 成 者 と と も に 連 署 し て 、 議

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 懲 罰 動 議 の 提 出 ）  

第 百 十 三 条  懲 罰 の 動 議 は 、 文 書 を も っ て 所 定

の 発 議 者 が 連 署 し て 、 議 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  （ 略 ）  



提 案 理 由 

 

 議会におけるはんこレスの取組みとして、議案及び動議の提出時

の連署を記名へ変更するため、所要の改正を行うものである。 


